
教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月27日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第４号

教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する規則

教育職員の免許状に関する規則（昭和43年鳥取県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「削除条」という。）を削り、同表の改正後の欄中

条及び号の表示に下線が引かれた条及び号（以下「追加条等」という。）を加える。

次の表の改正後の欄中表の細目の表示に下線が引かれた表の細目（以下「追加表細目」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除条及び様式の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条等、追加表細目及び様式の表示を除く。以下「改正後部

分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が

存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後

部分を加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という。）を当該改正表に対応する次の表の

改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。

次の表の改正前の欄中の様式の表示に下線が引かれた様式を削り、同表の改正後の欄中様式の表示に下線が引

かれた様式を加える。

改 正 後 改 正 前

鳥取県教育職員の免許状の授与等に関する規則 教育職員の免許状に関する規則

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、教育職員免許法（昭和24年法第 第１条 この規則は、教育職員免許法（昭和24年法第

147号。以下「免許法」という。）第20条の規定に 147号。以下「免許法」という。）第20条の規定に

基づき、教育職員の免許状の授与等に関し必要な事 基づき、教育職員の免許状に関し必要な事項を定め

項を定めるものとする。 るものとする。

（普通免許状の授与の出願） （普通免許状の授与の出願）

第２条 普通免許状の授与を受けようとする者は、教 第２条 普通免許状の授与を受けようとする者は、教

育職員免許状授与願（様式第１号）に、次の表の左 育職員免許状授与願（様式第１号）に、次の表の左

欄に掲げる免許状の区分に応じ、それぞれ同表の右 欄に掲げる免許状の区分に応じ、それぞれ同表の右

欄に掲げる書類、宣誓書（様式第２号）及び現に有 欄に掲げる書類及び宣誓書（様式第２号）を添えて

する免許状の写し又は免許状授与（交付）証明書を 鳥取県教育委員会（以下「授与権者」という。）に

添えて鳥取県教育委員会（以下「授与権者」とい 提出しなければならない。ただし、教育職員検定に

う。）に提出しなければならない。ただし、教育職 合格した者が普通免許状の授与を受けようとする場

員検定に合格した者が普通免許状の授与を受けよう 合にあっては、同欄に掲げる書類は添付することを

とする場合にあっては、同欄に掲げる書類は添付す 要しない。

ることを要しない。

１ 免許法第５条第１ ア 略 １ 免許法第５条第１ ア 略

項又は第２項の規定 イ 免許法第７条第１項に 項の規定による普通 イ 単位修得証明書



による普通免許状 規定する学力に関する証 免許状

明書（以下単に「学力に

関する証明書」とい

う。）

ウ及びエ 略 ウ及びエ 略

オ 当該普通免許状に係る

所要資格を得た日の翌日

から起算して10年を経過

する日の属する年度の末

日を経過した者（教育職

員免許法及び教育公務員

特例法の一部を改正する

法律（平成19年法律第98

号。以下「平成19年改正

法」という。）附則第２

条第１項に規定する旧免

許状所持者（以下「旧免

許状所持者」という。）

を除く。）にあっては、

免許法第７条第４項に規

定する証明書（以下「免

許状更新講習（修了）

（履修）証明書」とい

う。）

カ 有効期間の満了により

免許状が失効した者にあ

っては、失効した免許状

２ 免許法第16条の２ ２ 免許法第16条の２ 教員資格認定試験規程

第１項の規定による 第１項の規定による （昭和48年文部省令第17

普通免許状 普通免許状 号）第８条第２項に規定す

る合格証明書（以下「教員

資格認定試験合格証明書」

という。）

ア 教員資格認定試験規程

（昭和48年文部省令第17

号）第８条第２項に規定

する合格証明書（以下

「教員資格認定試験合格

証明書」という。）

イ 当該普通免許状に係る

免許法第16条の２第１項

に規定する教員資格認定

試験（以下「教員資格認

定試験」という。）に合

格した日の翌日から起算



して10年を経過する日の

属する年度の末日を経過

した者（旧免許状所持者

を除く。）にあっては、

免許状更新講習（修了）

（履修）証明書

３ 免許法第16条の３ ア及びイ 略 ３ 免許法第16条の３ ア及びイ 略

第２項の規定による ウ 教員資格認定試験に合 第２項の規定による

普通免許状 格した日又は免許法第16 普通免許状

条の３第２項の文部科学

省令で定める資格を有す

ることとなった日の翌日

から起算して10年を経過

する日の属する年度の末

日を経過した者（旧免許

状所持者を除く。）にあ

っては、免許状更新講習

（修了）（履修）証明書

４ 免許法第16条の４ ４ 免許法第16条の４ 教員資格認定試験合格証

第３項の規定による 第３項の規定による 明書

高等学校教諭の１種 ア 教員資格認定試験合格 高等学校教諭の１種

免許状 証明書 免許状

イ 教員資格認定試験に合

格した日の翌日から起算

して10年を経過する日の

属する年度の末日を経過

した者にあっては、免許

状更新講習（修了）（履

修）証明書

５ 免許法第17条第１ ア及びイ 略 ５ 免許法第17条の規 ア及びイ 略

項の規定による特別 ウ 教員資格認定試験に合 定による特別支援学

支援学校において専 格した日又は免許法第17 校において専ら自立

ら自立教科等の教授 条第１項の文部科学省令 教科等の教授を担任

を担任する教員の普 で定める資格を有するこ する教員の普通免許

通免許状 ととなった日の翌日から 状

起算して10年を経過する

日の属する年度の末日を

経過した者にあっては、

免許状更新講習（修了）

（履修）証明書

６ 免許法附則第８項 ６ 免許法附則第８項 国立工業教員養成所に３

の規定による高等学 の規定による高等学 年以上在学し、所定の課程

校教諭の工業の教科 校教諭の工業の教科 を終えて卒業した旨の証明

についての１種免許 についての１種免許 書

状 ア 旧国立工業教員養成所 状



の設置等に関する臨時措

置法（昭和36年法律第87

号）による国立工業教員

養成所に３年以上在学

し、所定の課程を終えて

卒業した旨の証明書

イ 旧免許状所持者以外の

者にあっては、免許状更

新講習（修了）（履修）

証明書

７ 免許法附則第12項 ７ 免許法附則第12項 国立養護教諭養成所を卒

の規定による養護教 の規定による養護教 業した旨の証明書

諭の２種免許状又は ア 旧国立養護教諭養成所 諭の２種免許状又は

中学校教諭の保健の 設置法（昭和40年法律第 中学校教諭の保健の

教科についての２種 16号）による国立養護教 教科についての２種

免許状 諭養成所（以下「国立養 免許状

護教諭養成所」とい

う。）を卒業した旨の証

明書

イ 旧免許状所持者以外の

者にあっては、免許状更

新講習（修了）（履修）

証明書

略 略

（特別免許状の授与の出願） （特別免許状の授与の出願）

第３条 免許法第５条第３項の規定により特別免許状 第３条 免許法第５条第２項の規定により特別免許状

の授与を受けようとする者は、教育職員免許状授与 の授与を受けようとする者は、教育職員免許状授与

願に、特別免許状教育職員検定合格書（様式第２号 願に、特別免許状教育職員検定合格書（様式第２号

の２）の写し及び宣誓書、現に有する免許状の写し の２）の写し及び宣誓書を添えて授与権者に提出し

又は免許状授与（交付）証明書を添えて授与権者に なければならない。

提出しなければならない。

（臨時免許状の授与の出願） （臨時免許状の授与の出願）

第４条 免許法第５条第６項の規定により臨時免許状 第４条 免許法第５条第５項の規定により臨時免許状

の授与を受けようとする者は、教育職員免許状授与 の授与を受けようとする者は、教育職員免許状授与

願に宣誓書を添えて、勤務する学校の校長を経由し 願に宣誓書を添えて、勤務する学校の校長を経由し

て授与権者（当該学校が市町村（市町村の組合を含 て授与権者（当該学校が市町村（市町村の組合を含

む。以下同じ。）の設置する学校である場合にあっ む。以下同じ。）の設置する学校である場合にあっ

ては、当該学校を所管する教育委員会）に提出しな ては、当該学校を所管する教育委員会）に提出しな

ければならない。 ければならない。

２ 前項の規定は、免許法第17条第１項の規定により ２ 前項の規定は、免許法第17条の規定により臨時免

臨時免許状の授与を受けようとする者について準用 許状の授与を受けようとする者について準用する。

する。この場合においては、第２条の表第５号ア及 この場合においては、第２条の表第５号ア及びイに

びイに掲げる書類を併せて添付しなければならな 掲げる書類を併せて添付しなければならない。



い。

（新教育領域の追加の定めの出願） （新教育領域の追加の定めの出願）

第５条 免許法第５条の２第３項の規定により新教育 第５条 免許法第５条の２第３項の規定により新教育

領域の追加の定めを受けようとする者は、教育職員 領域の追加の定めを受けようとする者は、教育職員

免許状新教育領域追加願（様式第１号の２）に、次 免許状新教育領域追加願（様式第１号の２）に、次

に掲げる書類及び宣誓書を添えて授与権者に提出し に掲げる書類及び宣誓書を添えて授与権者に提出し

なければならない。ただし、免許法第６条第１項の なければならない。ただし、教育職員検定に合格し

規定による教育職員検定（以下「教育職員検定」と た者が新教育領域の追加の定めを受けようとする場

いう。）に合格した者が新教育領域の追加の定めを 合にあっては、これらの書類を添付することを要し

受けようとする場合にあっては、これらの書類を添 ない。

付することを要しない。

(１) 略 (１) 略

(２) 学力に関する証明書 (２) 単位修得証明書

第７条 普通免許状に係る教育職員検定を受けようと 第７条 普通免許状に係る教育職員検定を受けようと

する者は、教育職員検定願（様式第３号）に、次の する者は、教育職員検定願（様式第３号）に、次の

表の左欄に掲げる教育職員検定の区分に応じ、それ 表の左欄に掲げる教育職員検定の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる書類及び当該普通免許状に ぞれ同表の右欄に掲げる書類を添えて授与権者に提

係る所要資格を得た日の翌日から起算して10年を経 出しなければならない。

過する日の属する年度の末日を経過した者（旧免許

状所持者を除く。）にあっては、免許状更新講習

（修了）（履修）証明書を添えて授与権者に提出し

なければならない。

１ 免許法第６条第１ ア～オ 略 １ 免許法第６条第１ ア～オ 略

項の規定による教育 カ 学力に関する証明書 項の規定による教育 カ 単位修得証明書（教育

職員検定 （教育職員免許法等の一 職員検定 職員免許法等の一部を改

部を改正する法律（昭和 正する法律（昭和63年法

63年法律第106号）附則 律第106号）附則第10項

第10項の規定による改正 の規定による改正前の免

前の免許法別表第３備考 許法別表第３備考第６号

第６号の規定の適用を受 の規定の適用を受ける者

ける者を除く。） を除く。）

キ 免許法第７条第２項に キ 実務（技術）に関する

規定する実務に関する証 証明書（様式第４号）

明書（以下単に「実務に

関する証明書」とい

う。）

ク 略 ク 略

ケ 免許法第７条第２項に ケ 人物等に関する調書

規定する人物に関する証 （様式第７号）

明書（様式第７号。以下

単に「人物に関する証明

書」という。）

コ 免許法第７条第２項に



規定する身体に関する証

明書（様式第７号の２。

以下単に「身体に関する

証明書」という。）

２ 免許法第６条第３ ア 略 ２ 免許法第６条第３ ア 略

項の規定による教育 イ 学力に関する証明書 項の規定による教育 イ 単位修得証明書

職員検定 ウ 人物に関する証明書 職員検定 ウ 人物等に関する調書

エ 身体に関する証明書

３ 免許法附則第９項 ア 略 ３ 免許法附則第９項 ア 略

の表第２欄に掲げる イ 学力に関する証明書 の表第２欄に掲げる イ 単位修得証明書

基礎資格を有する者 ウ 実務に関する証明書 基礎資格を有する者 ウ 実務（技術）に関する

の同表第１欄に掲げ の同表第１欄に掲げ 証明書

る高等学校教諭の１ エ 略 る高等学校教諭の１ エ 略

種免許状に係る教育 オ 人物に関する証明書 種免許状に係る教育 オ 人物等に関する調書

職員検定 カ 身体に関する証明書 職員検定

４ 免許法附則第18項 ア 略 ４ 免許法附則第18項 ア 略

の表第２欄に掲げる イ 学力に関する証明書 の表第２欄に掲げる イ 単位修得証明書

基礎資格を有する者 ウ 実務に関する証明書 基礎資格を有する者 ウ 実務（技術）に関する

の同表第１欄に掲げ の同表第１欄に掲げ 証明書

る栄養教諭の１種免 エ 略 る栄養教諭の１種免 エ 略

許状又は２種免許状 オ 人物に関する証明書 許状又は２種免許状 オ 人物等に関する調書

に係る教育職員検定 カ 身体に関する証明書 に係る教育職員検定

（旧令による教員免許状を有する者に係る免許状の交 （旧令による教員免許状を有する者に係る免許状の交

付の出願） 付の出願）

第８条 教育職員免許法施行法（昭和24年法律第148 第８条 教育職員免許法施行法（昭和24年法律第148

号。以下「施行法」という。）第１条第３項の規定 号。以下「施行法」という。）第１条第３項の規定

により免許状の交付を受けようとする者は、教育職 により免許状の交付を受けようとする者は、教育職

員免許状交付願（様式第８号）に、次に掲げる書類 員免許状交付願（様式第８号）に、次の各号に掲げ

を添えて授与権者に提出しなければならない。 る書類を添えて授与権者に提出しなければならな

い。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 中学校又は高等学校の免許状の交付を受けよ (３) 中学校又は高等学校の免許状の交付を受けよ

うとする者にあっては最終学校長の発行する学業 うとする者にあっては最終学校長の発行する学業

成績証明書又は実務に関する証明書 成績証明書又は実務（技術）に関する証明書

（従前の規定による学校の卒業者等に係る教育職員検 （従前の規定による学校の卒業者等に係る教育職員検

定の出願） 定の出願）

第９条 施行法第２条第１項の表の上欄各号に掲げる 第９条 施行法第２条第１項の表の上欄各号に掲げる

者で、免許法第６条第１項の規定による教育職員検 者で、免許法第６条第１項の規定による教育職員検

定を受けようとする者は、教育職員検定願に、次に 定を受けようとする者は、教育職員検定願に、次に

掲げる書類を添えて授与権者に提出しなければなら 掲げる書類を添えて授与権者に提出しなければなら

ない。 ない。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 人物に関する証明書 (３) 人物等に関する調書



(４) 身体に関する証明書

（特別免許状に係る教育職員検定の出願） （特別免許状に係る教育職員検定の出願）

第10条 特別免許状に係る教育職員検定を受けようと 第10条 特別免許状に係る教育職員検定を受けようと

する者は、教育職員検定願に、次に掲げる書類を添 する者は、教育職員検定願に、次に掲げる書類を添

えて、勤務しようとする学校の校長を経由して授与 えて、勤務しようとする学校の校長を経由して授与

権者（当該学校が市町村の設置する学校である場合 権者（当該学校が市町村の設置する学校である場合

にあっては、当該学校を所管する教育委員会）に提 にあっては、当該学校を所管する教育委員会）に提

出しなければならない。 出しなければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３)略

(４) 人物に関する証明書 (４) 人物等に関する調書

(５) 身体に関する証明書

２ 略 ２ 略

（臨時免許状に係る教育職員検定の出願） （臨時免許状に係る教育職員検定の出願）

第11条 臨時免許状に係る教育職員検定を受けようと 第11条 臨時免許状に係る教育職員検定を受けようと

する者（以下この条において「受検者」という。） する者（以下この条において「受検者」という。）

は、教育職員検定願に、次に掲げる書類を添え、勤 は、教育職員検定願に、次に掲げる書類を添え、勤

務する学校の校長を経由して授与権者（当該学校が 務する学校の校長を経由して授与権者（当該学校が

市町村の設置する学校である場合にあっては、当該 市町村の設置する学校である場合にあっては、当該

学校を所管する教育委員会）に提出しなければなら 学校を所管する教育委員会）に提出しなければなら

ない。 ない。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 人物に関する証明書 (３) 人物等に関する調書

(４) 身体に関する証明書

２ 受検者が免許法附則第７項の規定の適用を受ける ２ 受検者が免許法附則第７項の規定の適用を受ける

者である場合は、前項第２号から第４号までに掲げ 者である場合は、前項第２号及び第３号に掲げる書

る書類及び准看護師又は看護師の免許証の写しを添 類並びに准看護師又は看護師の免許証の写しを添付

付しなければならない。 しなければならない。

３ 受検者が教育職員免許法の一部を改正する法律 ３ 受検者が教育職員免許法の一部を改正する法律

（昭和29年法律第158号。以下「昭和29年改正法」 （昭和29年法律第158号。以下「昭和29年改正法」

という。）附則第20項及び第21項の規定の適用を受 という。）附則第20項及び第21項の規定の適用を受

ける者である場合は、第１項第２号から第４号まで ける者である場合は、第１項第２号及び第３号に掲

に掲げる書類及び実務に関する証明書を添付しなけ げる書類並びに実務（技術）に関する証明書を添付

ればならない。 しなければならない。

４ 受検者が免許法第５条の２第３項の規定により新 ４ 受検者が免許法第５条の２第３項の規定により新

教育領域の追加の定めを受けようとする者である場 教育領域の追加の定めを受けようとする者である場

合は、第１項第２号から第４号までに掲げる書類及 合は、第１項第２号及び第３号に掲げる書類並びに

び当該新教育領域の追加の定めを受けようとする特 当該新教育領域の追加の定めを受けようとする特別

別支援学校の教員の免許状を添付しなければならな 支援学校の教員の免許状を添付しなければならな

い。 い。

（原簿）

第25条 免許法第８条第１項による原簿は、教育職員

免許状原簿（様式第21号）とする。



第25条 削除

（書類の保存） （書類の保存）

第26条 授与権者は、次の表の左欄に掲げる書類を、 第26条 授与権者は、次の表の左欄に掲げる書類を、

それぞれ同表の右欄に定める期間保存するものとす それぞれ同表の右欄に定める期間保存するものとす

る。 る。

１ 免許法第８条第１項に規定する原簿 永久 １ 教育職員免許状原簿 永久

２～５ 略 略 ２～５ 略 略

（特別免許状及び臨時免許状の様式） （特別免許状及び臨時免許状の様式）

第27条 免許状第５条第３項の規定により授与する特 第27条 免許状第５条第２項の規定により授与する特

別免許状は、（教育職員）特別免許状（様式第21号 別免許状は、（教育職員）特別免許状（様式第21号

の２）とする。 の２）とする。

２ 免許法第５条第６項又は施行法第１条若しくは第 ２ 免許法第５条第５項又は施行法第１条若しくは第

２条の規定により授与し、又は交付する臨時免許状 ２条の規定により授与し、又は交付する臨時免許状

は、（教育職員）助教諭免許状（様式第22号）とす は（教育職員）助教諭免許状（様式第22号）とす

る。 る。

様式第１号（第２条―第４条関係） 様式第１号（第２条―第４条関係）

教育職員免許状授与願 教育職員免許状授与願

鳥取県収入証 鳥取県収入証

紙貼り付け欄 本籍都道府県名 紙貼り付け欄 本籍都道府県

現住所 現住所

（ふりがな） （ふりがな）

氏名 ㊞ 氏名 ㊞

生年月日 生年月日

私は、下記の教育職員免許状の授与を受けたい 私は、下記の教育職員免許状の授与を受けたい

ので、必要な書類を添えて願い出ます。 ので、必要な書類を添えて願い出ます。

年 月 日 年 月 日

鳥取県教育委員会 様 鳥取県教育委員会 様

記 記

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 受けようとする免許状に係る所要資格を満た

した日 年 月 日

備考 略 備考 略

様式第４号（第７条、第８条、第11条関係）

実務（技術）に関する証明書



現住所

氏名

年 月 日生

勤務期間 職名 勤務 担当 教科 職務内

場所 学年 容

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

在職年数計 年 月（休職及び停

職の期間を除く。）

実務（技術）

の成績

実務（技

術）に関

する学校

長（所属

長）の意

見

頭書の者は、上記の勤務場所において実地経験

を有し、その実務（技術）は であ

ることを証明します。

年 月 日

学校長
氏 名 印

（所属長）

実務証明責任者 印

備考

１ 学校長（所属長）の証明は、現在勤務してい

る学校等の長又は最終学校等の長が行うものと

する。

２ 実務証明責任者の証明は、市町村立の学校に

勤務する者にあっては当該市町村教育委員会教

育長、大学附置の学校教育法第２条第２項に規

定する国立学校又は公立学校に勤務する者にあ

っては当該大学の学長、同項に規定する私立学

校に勤務する者にあっては当該私立学校を設置

する学校法人の理事長が行い、鳥取県立の学校



に勤務する者及び現在勤務していない者にあっ

ては必要としない。

３ 実務（技術）の成績の欄には、特に指導良好

な教科があれば付記すること。

様式第４号 削除

様式第６号 様式第６号

略 略

備考 備考

１～５ 略 １～５ 略

６ 学校長（所属長）の確認は、現在勤務してい ６ 学校長（所属長）の確認方法は、様式第４号

る学校等の長又は最終学校等の長が行うものと の備考１と同じ。

する。

様式第７号（第７条、第９条―第11条関係） 様式第７号（第７条、第９条―第11条関係）

人物に関する証明書 人物等に関する調書

氏名 現住所

年 月 日生 氏名

年 月 日生

上記の者は、下記のとおりであることを証明す

る。 記

年 月 日 １ 人物

評定 指導力 責任感 判断力 誠実さ 協調性

学校長（所属長） 印

所見

実務証明責任者 印

２ 身体

記 と認めます。

上記のとおり証明します。

評定 指導力 責任感 判断力 誠実さ 協調性 年 月 日

所見 学校長

氏 名 印

（所属長）

実務証明責任者 印

備考 １ 評定の欄は、優れている場合はＡ、普通 備考 １ １の人物の評定の欄は、優れている場合

である場合はＢ、劣っている場合はＣと記 はＡ、普通である場合はＢ、劣っている場

入すること。 合はＣと記入すること。

２ 学校長（所属長）の証明は、現在勤務し ２ ２の身体の記載方法は、学校長の所見に

ている学校等の長又は最終学校等の長が行 よる就業の可否を記載すること。

うものとする。

３ 実務証明責任者の証明は、市町村立の学 ３ 学校長（所属長）及び実務証明責任者の



校に勤務する者にあっては当該市町村教育 証明方法は、様式第４号の備考１及び備考

委員会教育長、大学附置の学校教育法第２ ２と同じ。

条第２項に規定する国立学校又は公立学校

に勤務する者にあっては当該大学の学長、

同項に規定する私立学校に勤務する者にあ

っては当該私立学校を設置する学校法人の

理事長が行い、鳥取県立の学校に勤務する

者及び現在勤務していない者にあっては必

要としない。

様式第７条の２（第７条、第９条―第11条関係）

身体に関する証明書

氏名

年 月 日生

上記の者は、下記のとおりであることを証明

する。

年 月 日

学校長（所属長） 印

実務証明責任者 印

記

評定 視力 聴力 現在治療中の疾病

状況

備考

１ 学校長（所属長）の証明は、現在勤務してい

る学校等の長又は最終学校等の長が行うものと

する。

２ 実務証明責任者の証明は、市町村立の学校に

勤務する者にあっては当該市町村教育委員会教

育長、大学附置の学校教育法第２条第２項に規

定する国立学校又は公立学校に勤務する者にあ

っては当該大学の学長、同項に規定する私立学

校に勤務する者にあっては当該私立学校を設置

する学校法人の理事長が行い、鳥取県立の学校

に勤務する者及び現在勤務していない者にあっ

ては必要としない。

３ 視力、聴力の記載方法は、就業に当たっての

支障の有無を記載すること。

４ 状況の記載方法は、学校長（所属長）の所見

による身体的な就業の可否を記載すること。



様式第21号（第25条関係）

教育職員免許状原簿

免許状番号 第 号 第 号 第 号

氏名

（生年月日） （ 年 日 （ 年 日 （ 年 日

月 日生 月 日生 月 日生

） ） ）

身上異動

本籍都道府県

名

教科

根拠法令 免許法第 免許法第 免許法第

条 項 条 項 条 項

施行法第 施行法第 施行法第

条 条 条

授 基礎資格

与 修 科目別 単位 習 得 単位 習 得 単位 習 得

条 得 数 方法 数 方法 数 方法

件 単 教科に 単 単 単

位 関する 位 位 位

数 科目

教職に 単 単 単

関する 位 位 位

科目

教科又 単 単 単

は教職 位 位 位

に関す

る科目

養護に 単 単 単

関する 位 位 位

科目

養護又 単 単 単

は教職 位 位 位

に関す

る科目

特別支 単 単 単

援教育 位 位 位

に関す

る科目

栄養に 単 単 単

係る教 位 位 位

育に関

する科



目

栄養に 単 単 単

係る教 位 位 位

育又は

教職に

関する

科目

授与年月日 年 月 年 月 年 月

日 日 日

書換・再交付 事由 事由 事由

年月日及び事 年 月 年 月 年 月

由 日 日 日

契印

備考

様式21号 削除

様式第21号の２（第27条関係） 様式第21号の２（第27条関係）

備考 略 備考 略

様式第22号（第27条関係） 様式第22号（第27条関係）

（表面） （表面）

（
教
育
職
員
）
特
別
免
許
状

本
籍
（
都
道
府
県
名
）

（
氏

名
）

年

月

日
生

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
第
二
項
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
左
記
の
（
教
科
）（
事
項
）
に
つ
い
て
（
教
育
職
員
）

特
別
免
許
状
を
授
与
す
る

記

年

月

日

印

鳥
取
県
教
育
委
員
会

番
号

授
与
条
件

こ
の
免
許
状
は
、
鳥
取
県
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。

割

印

（
教
育
職
員
）
特
別
免
許
状

本
籍
（
都
道
府
県
名
）

（
氏

名
）

年

月

日
生

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
第
三
項
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
左
記
の
（
教
科
）（
事
項
）
に
つ
い
て
（
教
育
職
員
）

特
別
免
許
状
を
授
与
す
る

記

年

月

日

印

鳥
取
県
教
育
委
員
会

番
号

授
与
条
件

こ
の
免
許
状
は
、
鳥
取
県
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。



（裏面） 略 （裏面） 略

附 則

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

（
教
育
職
員
）
助
教
諭
免
許
状

本
籍
（
都
道
府
県
名
）

（
氏

名
）

年

月

日
生

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
（
第
五
条
第
五
項
）
（
施

行
法
第
一
条
）
（
施
行
法
第
二
条
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
（
左
記
の
教
科
に
つ
い
て
）
（
教
育
職
員
）
助
教
諭

免
許
状
を
（
授
与
す
る
）（
有
す
る
も
の
と
み
な
す
）

（
記
）

年

月

日

印

鳥
取
県
教
育
委
員
会

番

号

割

印

（
教
育
職
員
）
助
教
諭
免
許
状

本
籍
（
都
道
府
県
名
）

（
氏

名
）

年

月

日
生

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
（
第
五
条
第
六
項
）
（
施

行
法
第
一
条
）
（
施
行
法
第
二
条
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
（
左
記
の
教
科
に
つ
い
て
）
（
教
育
職
員
）
助
教
諭

免
許
状
を
（
授
与
す
る
）（
有
す
る
も
の
と
み
な
す
）

（
記
）

年

月

日

印

鳥
取
県
教
育
委
員
会

番

号




